
              

 

障害福祉サービス等の新規申請・更新申請に伴う 

サービス等利用計画等の作成について 

 
 

平成２７年４月より、障害福祉サービス等（障害福祉サービス、地域相談支援、障害児

通所支援）の支給決定に際して、市が指定した「指定特定相談支援事業者」が、利用者の

意向に基づいて作成する「サービス等利用計画」、「障害児支援利用計画」の提出が義務付

けされました。 

新規申請及び更新申請の際には、「指定特定相談支援事業者」と契約していただき、「サ

ービス等利用計画」、「障害児支援利用計画」を提出していただくようお願いいたします。 

 （「サービス等利用計画」の作成について、利用者負担はありません） 

 

「サービス等利用計画」を作成する事業者については、別紙の事業所一覧から選んでく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

また、事業者が見つからない等により「サービス等利用計画」の作成が困難な場合は、

本人や家族等が作成する「セルフプラン」をもって代えることができます。 

受
付
・
申
請 

障
害
支
援
区
分
の
認
定 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用 

計
画
案
の
作
成 

支
給
決
定 

支
給
決
定
時
の 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画 

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議 

サ
ー
ビ
ス
利
用 

支
給
決
定
後
の 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画 

 

支給決定時から

ケアマネジメント

を実施 

 

一定期間ごと

のモニタリング 


